
京都市告示第   号 

 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第１２条第１項の規定に基づき、

以下に掲げる建造物を歴史的風致形成建造物に指定しましたので、告示します。 

  令和４年７月２９日 

京都市長 門 川 大 作   

 建造物の名称及び所在地 

建造物の名称 建造物の所在地 

上田邸 京都市下京区仏光寺通新町東入 糸屋町220番、222番 

貝葉書院（河村邸） 京都市中京区二条通河原町東入樋之口町462番、461番2 

矢田寺 京都市中京区寺町通三条上る天性寺前町523番5 

御陵阿弥陀寺 京都市山科区御陵天徳町19番の一部 

藤森神社 京都市伏見区深草鳥居崎町609番 

山本家雲錦亭 京都市北区上賀茂竹ケ鼻町14番、14番1 

太子山町会所 京都市下京区油小路仏光寺下る太子山町607番 

祇園ない藤 京都市東山区大和大路通四条下る亀井町42番 

紫竹舩越邸 京都市北区紫竹西北町7番1、1番2 

井ノ口邸 京都市中京区新町通六角下る六角町354番・355番1合地 

東山堀井邸及び借家 京都市東山区本町通五条上る森下町536番 

如水町保田邸 京都市上京区黒門通一条東入如水町69番 

２７５



 

建造物の名称 建造物の所在地 

壬生南邸 京都市中京区壬生森前町29番90、29番14 

八木美術店 京都市東山区新門前通西之町234番 

岡墨光堂 
京都市中京区富小路通三条上る福長町113番・115番・117番合

地、117番1、118番 

若王子服部邸及び借家 京都市左京区若王子町26番、27番、27番1、28番1、28番2 

（都市計画局都市景観部景観政策課） 


